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１ ．はじめに

　市場では、消費者によるニーズの多様化と、企業が提供する製品やサービス

の多品種化が日常的な光景として見られるようになった。そして多くの企業は、

そういった環境の変化に対応できるように様々な試行錯誤を重ね、常に企業努

力を続けてきた。その１つの形として、自社で取り扱う事業分野の拡大と多様化

が図られ、それは企業合併や多角化による組織の大規模化が進む一因にもなった。

　このような経済状況の変化は、企業の組織形態にも大きな影響を与えている。

少品種大量生産による企業運営が行われていた時代には、職能部門別組織を採

用していた企業も多く存在していたが、その後、製品の多様化が進むにつれて

事業部制組織を導入する企業が増加した。さらに近年では、企業合併などによ

る事業規模拡大や、組織横断型の事業形態を取り入れるといった組織戦略の違

いによって、マトリックス組織やアメーバ組織、カンパニー制組織、持株会社

制組織など、複数の組織形態が見受けられるようになった。特に組織の大規模

化によって、事業部制組織からカンパニー制組織や持株会社制組織へと移行し

た企業も多い。

261



　本論文では、事業本部制組織からカンパニー制組織へと移行した�社の事例

を参考に、カンパニー制組織への移行とそれにともなって生じた管理者に対す

る権限と責任の変化、また導入後の問題点などについて、実務の現状を踏まえ

ながら考察する。このことによって、理論上のアプローチと実務における実状

の乖離や未解決の問題点を再認識し、合理的な業績管理アプローチを検討する

際の一助とすることを目的としている。

２ ．カンパニー制組織と米国型事業部制組織

�　社内カンパニー制組織

　カンパニー制組織は、１９９０年代半ばにソニーによって初めて導入された組織

形態である。企業内に存在する事業部門を１つの独立した組織と同等にみなし、

カンパニー管理者に対し大幅に権限と責任を委譲することによって、カンパ

ニーが独自で利益管理や資金管理を行えるようにすることを目的としている。

　日本では、カンパニー制組織が誕生する以前には、事業部制組織を採用する

企業が多く存在していた。事業部制組織は、一般的に、製造から販売までの一

連の職能を有した１つのセグメントとして認識される。また日本の事業部制組

織では、事業部管理者に対して、短期の業務的意思決定に関する権限が委譲さ

れるのと同時に、利益責任を有していることが多い。

　ところが、さらなる事業の拡大により、事業部管理者に委譲された権限と責

任の範囲では環境の変化などに迅速に対応しきれなくなった。そこで、事業部

管理者への権限委譲が進み、管理者が事業部制組織よりも大きな権限と責任を

持ったカンパニー制組織が考案され、次第に導入されるようになった。

　カンパニー制組織は、組織構成の違いから、さらに社内カンパニー制組織と

社外カンパニー制組織の２つに区分することができる。西澤氏によると、社内

カンパニー制組織は次のように定義づけられている。
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　「カンパニー制としては、上記の社外カンパニー制のほか、社内カンパニー

制がある。社内カンパニー制は、社内分社型のカンパニー制であり、本社

の下にいくつかの社内分社（カンパニー）を設けた連合型の社内管理組織

である」。＊１

　このように、社内カンパニー制組織では、１つの企業組織の中にカンパニー

として複数の自律的組織が設置され、それぞれのカンパニーが独立採算によっ

て事業運営を行うことになる。その際、カンパニー管理者に対しては、利益や

資金に対する管理権限および責任だけではなく、投資や人事に関する権限と責

任までもが委譲される。まさにヒト・モノ・カネに関する権限と責任がほとんど

すべてカンパニー管理者に委譲されることを意味しており、１つの社内組織と

して本社の下に位置していながらも、実質的には１つの独立した組織と同じよ

うに運営されることになる。

�　社外カンパニー制組織

　それに対し、西澤氏は社外カンパニー制組織について次のように定義してい

る。

　「社外カンパニー制は、社外分社経営型のカンパニー制であり、準持株会社

制といえる」。＊２

　この定義からもわかるように、組織内の１つのセグメントを１つの独立した

自律的組織として認識する社内カンパニー制組織とは異なり、名実ともに１つ

の独立した事業組織を集約した、グループ経営の組織形態と認識することがで

きる。

　社外カンパニー制組織は、社会経済生産性本部によって「アソシエーテッド

263カンパニー制組織への移行と経営管理手法の変化（１）（望月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

���西澤脩『新版�分社経営の管理会計』中央経済社，２０００年，１４６頁。

���前掲書，１６３頁。

＊１

＊２



カンパニー制組織」として初めて提唱された＊３。社外カンパニー制組織では、

意思決定の正確性と即時性を追求することで、顧客ニーズに合致した製品や

サービスを提供することにその主眼が置かれている。そこで意思決定を迅速に

実現するため、社外カンパニー制組織では、本部の権限が各カンパニーに大幅

に委譲され、それぞれのカンパニーが独自に事業運営を行うことが求められて

いる。

　社外カンパニー制組織を採用する場合、本社に対して求められる役割は、ビ

ジョンや企業理念の設定や事業会社のトップに対する人事などといった、カン

パニー全体を取りまとめる必要のある事項や、カンパニー間の調整など、事業

を行うために必要な最低限の共通事項を整理する機能のみにとどめられている。

そして各カンパニーは、本社によって決定されたビジョンや企業理念に基づい

て、カンパニー内の人事や研究開発などの組織運営をカンパニー管理者の権限

の下で行うことになる。

　このように、社内カンパニー制組織と社外カンパニー制組織では、各カンパ

ニーが１つの組織の中に存在するセグメントなのか、それぞれのカンパニーが

名実ともに独立した存在なのかは異なるとしても、管理者に委譲される権限や

責任について大きな違いは見られないと言える。

�　米国型事業部制組織

　このように、日本では事業部制組織よりもさらに大きな権限と責任が管理者

に委譲された組織として、社内カンパニー制組織や社外カンパニー制組織を位

置づけることができる。しかし米国では、１つの組織形態としてカンパニー制

組織の概念が存在しているわけではない。それだけではなく、米国における事

業部制組織の概念は、日本における事業部制組織の概念と異なっている。以前
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に拙稿において、日本型事業部制組織と米国型事業部制組織の相違点について

述べたことがあるが＊４、米国では事業部制組織について次のように定義されて

いる。

　「ビジネスユニットは、職能別に構造化された組織に固有の問題を解決する

ように設計されている。ビジネスユニットは事業部（��������）とも呼ばれ、

特定の製品ラインを用いて製造や販売を行うときに含まれるすべての職能

に対して責任を持つ。ビジネスユニットの管理者は、あたかも独立した企

業のように行動すると言ってもよい。」＊５

　この定義からも明らかなように、米国の事業部制組織では組織内をいくつか

の事業部に区分し、事業部管理者に対しては、短期の業務的意思決定に関する

権限だけではなく長期的な投資意思決定に関する権限も委譲され、利益責任に

加えて投資責任までも認識されることになる。

　それだけではなく、事業部制組織をさらに大きな概念として捉えている文献

も見られる。������は事業部について次のように定義している。

　「この調査の目的のために、事業部（��������）は計画、製造、財務（���������）、

会計活動（����������	����
�����）を含む業務の収益性に対して、完全に責

任を有し、いつもではないがたいていは自身の販売員（����������	
�����
）

を有している人が率いる企業組織（��������	�
�）である。事業部は親会

社のユニットかもしれないし、あるいは全部または一部の株式を有する子

会社かもしれない。」＊６
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　この定義に基づくと、米国型事業部制組織は、同一の組織内に存在する複数

のセグメントを何らかの形によってグループ化し、それを事業部と位置づける

だけではなく、子会社のように同一のグループに属するが別の法人格を持つ他

の組織についても、事業部として認識していることを意味している。すなわち

������の定義を用いると、米国型事業部制組織は日本におけるカンパニー制

組織とほぼ等しい組織概念として位置づけることができる。以下、本論文では

米国型事業部制組織について������の定義を用いることとする。

　日本のカンパニー制組織および米国型事業部制組織の組織図を整理すると図

表２－１のようになる。米国型事業部制組織は、このように社内カンパニー制組

織と社外カンパニー制組織を集約した概念と考えられる。では、管理者に委譲

された権限と責任の観点から見ると、事業部制組織からカンパニー制組織へと

移行することによってどのような問題点が改善されるのであろうか。あるいは、

266 アドミニストレーション第１６巻３・４合併号

図表２－１　日本のカンパニー制組織と米国型事業部制組織
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新たにどのような問題点が生じるのであろうか。また、それは日本のカンパ

ニー制組織だけではなく米国型事業部制組織にも共通して発生する問題点なの

であろうか。これらの点について、�社の事例を参考にしながら検討する。

３ ．カンパニー制組織への移行とその問題点

�　A社の事業とカンパニー組織への移行

　�社は医薬品の開発支援を中心とし、製造から販売までを含めた幅広い業務

の提供を行っているグループ企業である。主として医薬品の開発支援、製造支

援、販売支援、サービス支援の４つの事業から成り立っており、連結売上高で

約２６０億円＊７を計上する成長企業である。

　従前の�社では事業本部制組織が採用されており、本社である�社には、複数

のエリアごとに分けられた開発支援事業の一部とコンサルティング業務がそれ

ぞれ事業部として設けられていた。またそれ以外の事業については、グループ内

の他の企業が事業ごとにそれぞれ展開していた。しかし、組織の肥大化や業務の

多様化、および顧客からの高まるニーズに対応するためには、開発支援事業に対

する意思決定の一元化と、業務執行スピードの向上および効率化を図ることが

必要であると考えられた。その結果、それまでの事業部と子会社で形成していた

グループ組織体制を見直し、グループ横断型のカンパニー制組織へと移行した。

　まずはじめに、いくつかの組織にまたがっていた開発支援事業を見直し、�

社にすべての開発支援事業を集約することで、�社の直属組織である開発支援

カンパニーを設置した。開発支援カンパニーには開発本部などの事業本部と管

理部が置かれ、また開発支援事業の一端を担う在外子会社もその傘下に収めら

れた。
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　その後、開発支援事業以外についても組織体制の見直しが行われ、各事業ご

とに集約され、カンパニーとして位置づけられた。組織体制を略式に示したも

のが図表３－１である。カンパニー制組織が導入されたことにより、�社グルー

プは職能ごとに開発支援カンパニー、製造支援カンパニー、販売支援カンパ

ニー、サービス支援カンパニーの４つのカンパニーが設けられている＊８。また、

開発支援事業以外のカンパニーについては、すべてグループ内の他の子会社で

構成されている。

　この図表を見るとわかるように、�社では１つのカンパニーの中に事業部と

子会社がそれぞれ集約されており、社内カンパニー制組織と社外カンパニー制

組織が混在した組織構造となっている。それは言い換えると、米国型事業部制

組織と組織構造が等しいと考えることができる。また、�社のカンパニー組織

は、開発から販売までの一連の業務を兼ね備えたカンパニー制組織ではなく、

１つのカンパニーが開発、製造、販売など、それぞれの職能ごとに集約され区
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図表３－１　�社の略式組織図
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分されたカンパニー制組織となっている。これは�社による事業の特殊性もあ

るが、それまでの職能別事業部制組織を基礎に置き、グループ企業を横断した

形での組織および事業の集約化が行われたことを意味している。その結果、管

理者に対する権限と責任の範囲が拡大され、職能別カンパニー制組織として構

築されたと考えるのが自然であろう。

�　カンパニー制組織移行の利点

　日本型事業部制組織は、特に現代のような環境の変化がめまぐるしい時代に

おいて、事業規模が拡大されたことにより意思決定が迅速に行われず、時代の

波に乗り遅れてしまうという懸念があった。そこで、多くの企業では意思決定

の迅速化と適切な組織内の業績管理の遂行を実現することを主な目的として、

カンパニー制組織の導入が行われた。その目的と効果は、米国型事業部制組織

と類似した組織形態を導入している�社においても同様である。つまり、日本

型事業部制組織からカンパニー制組織へ移行した場合と、米国型事業部制組織

を採用した場合では、どちらもともに同じ利点が見られる。

　また、それぞれの領域で事業ごとに細分化され組織化されていた事業部が、

開発支援、製造支援、販売支援、サービス支援の各事業領域ごとに集約され、

カンパニーとして組織化されたことにより、カンパニー管理者に対しては大幅

な意思決定権限が委譲される。それによって、�社の場合は１つのカンパニー

が開発から販売までの一連の職能を持ちあわせているわけではないが、職能別

に区分されたそれぞれのカンパニーが職能別カンパニー制組織として自律的に

運営されることとなる。

�　カンパニー制組織における問題点

��������	
�������

　本論文で参考とさせていただいた�社の事例から、カンパニー制組織におけ

269カンパニー制組織への移行と経営管理手法の変化（１）（望月）



る問題として大きく３つの点が考えられる。以下では、どのような問題点が生

じているのかについてそれぞれ考察する。

　�社のカンパニー制組織では、各カンパニーごとに管理部が置かれている。

それぞれのカンパニーに設置された管理部は、売上高の集計やコストの集計、

管理会計情報の整理や現場サポートなどを主な業務としており、主としてカン

パニーの運営サポートを円滑に行うために必要な機能を果たす目的で設置され

た。

　それに対し、本社の中にも管理部が置かれている。本社の管理部は、各カン

パニーに対する人事や経理などの業務について、一部の事業部を除いては、ほ

ぼ一括してサービスを提供している。すなわち、人事や経理などのオフィス業

務については、各カンパニーが本社の管理部によって提供されたシェアード・

サービスを利用することによって、業務の共通化が図られ、情報の共有とコス

ト削減を可能にしている。

　このように、共通費やシェアード・サービスにより発生した原価については、

振替価格などを利用してそれぞれのカンパニーに配分されることになる。ただ

し、カンパニーの傘下に従属している事業組織として、本社直属のセグメント

と子会社が混在する米国型事業部制組織を採用している場合では、本社の管理

部によって提供されるサービスの質や量が異なることが想定される。なぜなら、

子会社の中にも人事や経理を担当するセグメントが存在することから、ある程

度の管理業務は子会社の内部に存在する管理部門で行われることとなる。その

ため、本社の管理部やカンパニーの管理部で行われる管理業務との間で二重責

任の問題が生じる恐れがある。さらには、発生した共通費や原価を同じ尺度で

各組織に配賦することが適切な負担配分とはならない可能性も存在する。

　たとえば持株会社の形態を採用する場合、事業を分割することが結果的に技

術や人事、経理などの間接部門で発生する原価を増加させることを回避するた

め、グループ内の共通サービス活動を本社から分離し、シェアード・サービス会
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社を作ることが一般的である。＊９社外カンパニー制組織でも同様に、事業をカ

ンパニーごとに分割・再編する際には、シェアード・サービスを提供するカンパ

ニーを別個に設けるなどの組織構造を採用することで、発生する原価の増加を

抑制し、各カンパニーによって利用される管理サービスの一元化と共通化を図

ることも可能となる。

　しかし、�社の事例にもあるように、子会社の場合は法律上においても１つ

の独立した事業組織であり、子会社のトップは自社に対する意思決定権限と責

任を有している。そのため、後述するように、たとえば人事業務に対しても

「人事」「採用」「教育」のうち一部を自社独自で行うなど、全体の整合性を取

ることが困難なケースも見られる。そのような中で、管理部で発生した共通費

をそれぞれのカンパニーに配賦することは、結果的に二重責任の問題が生じる

恐れもあり、適切な配賦を行うことが難しいと考えられる。

��������	
����

　�社が導入している人事業務については、少し複雑な制度となっている。�

社では、人事業務について「人事」「採用」「教育」の大きく３つの領域に分か

れている。カンパニー制組織では、カンパニー管理者に人事権も委譲されてい

ることが一般的であり、採用や教育、人事に関しては、それぞれのカンパニー

管理者の権限と責任に基づいて遂行されることが望ましい。

　しかし�社では、自社のセグメントだけがカンパニーの中に置かれるのでは

なく、�社の子会社やグループ会社についても、カンパニーの傘下に置かれた

事業部として存在している。そのため、人事権を統一することが難しいようで

ある。人事業務については、すべて�社が行うか、あるいはすべてそれぞれの

カンパニーまたは傘下の子会社が行う場合、「人事」「採用」「教育」に対する責
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任は�社もしくは傘下の子会社が有することになる。しかし、「採用」は行わ

ないが「人事」「教育」は行うといった子会社も存在することから、その場合に

はカンパニー管理者が一括して人事権を持つことができるというわけではなく、

人材に対する責任を誰が負担するのかについては不明確となる。

　米国型事業部制組織では、１つのカンパニーの中に複数の事業部および子会

社が集約されることもある。その場合、カンパニーの管理者には自らのカンパ

ニーにおける人事、経理、財務などに関する権限と責任が委譲され、管理者の

権限と責任の下で事業運営が行われることになる。しかし�社のように、カン

パニーの中に社内事業部だけではなく、子会社までも１つのセグメントとして

集約されることによって、カンパニー内の権限の統一を図ることが難しくなる

恐れがある。言い換えると、子会社は法律的にも１つの独立した組織として認

識されており、人事や経理、財務などの権限は一般的に子会社が持っているこ

とが多い。ところが�社の事例からも分かるように、１つのカンパニー内に複

数の事業部と子会社が混在することによって、「採用」「人事」「教育」に関し

て委譲されている権限がそれぞれの組織ごとに異なり、統一されていない。そ

の結果、「採用」に関する権限を持つ組織と「人事」に関する権限を持つ組織が

別々に存在することとなり、人材に対する二重責任の問題が生じると考えるこ

とができる。

　このような問題は、人事などに関する権限と責任が管理者に統一されるカン

パニー制組織では生じないであろう。また、すべての事業部が子会社によって

構成される社外カンパニー制組織では、カンパニー内の事業部管理者が「事業

会社内の人事、グローバルかつダイナミックな視点での外部企業との連携（生

産、販売、研究開発、設備等の共同利用、アウトソーシング等）、大規模投資を

伴わない程度の事業開発や製品開発については、自らの権限において意思決定

できる」＊１０ことから、このような問題は生じないと思われる。すなわち、�社

に見られるような人事に関する二重責任の問題は、セグメントと子会社が混在

272 アドミニストレーション第１６巻３・４合併号



する米国型事業部制組織を採用する組織において、独自に発生する固有の問題

であると考えることができる。

��������	
�����

　上述のように、�社ではカンパニー制組織を採用し、管理者には自律的組織

として運営に必要な意思決定権限と責任が委譲されている。これまでの�社で

は、���が直接的にすべての事業を統括して管理を行っていた。ところが、事

業の拡大とともに事業部の規模と数が肥大化し、���がすべての事業部を適切

に管理することが困難となった。すなわち、全社的に重点を置いている事業部

や規模の大きな事業部、あるいは売上高の多い事業部へと意識が集中してしま

い、それ以外の事業部については管理が行き届かなくなってしまったという。

　そこで���は、事業部の管理を適切に行うためにそれぞれの事業部につい

て見直しと組織再編を行い、管理者にさらに大きな権限と責任を委譲し新たに

カンパニー制組織を採用している。そして���は、グループ組織全体として

の方向性を検討するため、１０年程度の長期的な経営計画を念頭に置いて事業方

針を掲げ、事業運営を行っている。

　それに対し、カンパニー管理者の業績を測定するための評価指標には、カン

パニー別に作成された損益計算書の利益額が用いられている。すなわち、カン

パニー管理者は自らの業績を向上させるために、単年度の利益を向上させるこ

とに注力しようとすることがわかった。しかし���からすると、１０年程度の

長期的な経営計画を実現するためには、単年度の利益向上に取り組むことが必

ずしも最善策とは限らないため、カンパニー管理者の意思決定に対し意見を行

い、その意思決定に大きな影響を与えることもあるようである。

　このような状況下では、カンパニー管理者が自らに委譲された権限を行使し

273カンパニー制組織への移行と経営管理手法の変化（１）（望月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

���西澤，前掲書，１６６頁。＊１０



て行った意思決定に対し、カンパニー管理者の上司となる���がその意思決

定を覆す、あるいは拒否することになるため、カンパニー管理者は自らに委譲

された権限を適切に行使できないこととなる。また、それによって変更された

意思決定の結果、新たに生じた責任についてはカンパニー管理者が負担しなく

てはならないことから、カンパニー管理者は名目上の意思決定権限を委譲され

たにすぎず、権限と責任の非対称性が問題となる。さらには、管理者の適切な

業績が測定されないことから、モチベーションの低下を招き、結果的にカンパ

ニー全体、および企業全体に与えるマイナスの影響が大きなものとなってしま

う可能性がある。

４ ．おわりに

　本論文では、日本におけるカンパニー制組織と米国型事業部制組織を対象に、

経営管理上の問題点について、�社による事例を参考にして考察を行った。事

業部管理者に対し利益責任しか委譲していなかった日本型事業部制組織の導入

企業は、企業規模の拡大と組織戦略の変化などによって、多くが社内カンパ

ニー制組織へと移行していった。そこには、組織形態の変化にともなって管理

者に委譲される権限と責任の範囲が、利益責任から投資責任を含むさらに大き

な権限および責任へと変化していったことを表している。

　それに対し、米国型事業部制組織では利益責任だけではなく投資責任までも

管理者に委譲されており、日本の事業部制組織とはその位置づけと役割が異

なっていた。それだけではなく、������は、事業部制組織として社内の事業

組織だけではなく子会社までもカンパニーの中に含めて定義づけている。この

場合の米国型事業部制組織は、組織形態の面では、日本における社内カンパ

ニー制組織および社外カンパニー制組織と等しいと考えることができる。

　�社の事例のように、������の定義による米国型事業部制組織に近いカン
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パニー制組織を採用している企業では、カンパニーに対し大幅な権限が委譲さ

れることになるが、カンパニー管理者と、カンパニーの中に位置づけられた子

会社のトップが持つ意思決定権限および責任との整合性を取ることが必要であ

り、それが難しい点ではないであろうか。管理者に委譲される権限と責任の明

確化と、他の事業組織との関連性を適切に設定することで、カンパニー管理者

の正当な業績評価とモチベーション向上につながり、企業全体の業績を高める

ことになる。しかし、社外カンパニー制組織と社内カンパニー制組織の混在し

た米国型事業部制組織においては、この点について具体的にどのような形式を

採用することが望ましいのかを再検討することが求められる。

　本論文では、�社の事例を参考にしながら、カンパニー制組織と米国型事業

部制組織の組織形態の違いについて考察し、問題点を探ることによって、管理

者の適切な業績評価指標を提示するための基礎となる部分を検討した。しかし、

まだ問題点の明確な解決には至っておらず今後はこれらの問題点を解決するた

めの適切な業績管理手法について、今後さらなる検討を行っていく必要がある。
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